
亀 山 市 告 示 第 ３ ９ 号  

亀 山 市 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次

の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 １ ７ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ６ 年 亀 山 市 告 示 第

１ １ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 を 附 則 第 １ 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 ） 」 を

付 し 、 附 則 に 次 の 見 出 し 及 び ２ 項 を 加 え る 。  

 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 防 止 の 観 点 か ら 治 療 を 延 期 し

た 夫 婦 に 関 す る 特 例 ）  

２  令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 時 点 で 妻 の 年 齢 が ４ ２ 歳 で あ る 夫 婦 で あ っ

て 、 令 和 ２ 年 度 に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ

ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令 和 ２ 年 １ 月 に 、 中 華 人 民 共

和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に 伝 染 す る 能 力 を 有 す る こ と

が 新 た に 報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ） で あ る 感 染 症 を い う 。 次 項 に

お い て 同 じ 。 ） の 感 染 防 止 の 観 点 か ら 治 療 を 延 期 し た も の は 、 第

５ 条 第 ３ 項 中 「 ４ ３ 歳 以 上 」 と あ る の は 「 ４ ４ 歳 以 上 」 と 、 第 ８

条 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ４ 条 第 ２ 項 中 「 ４ ３ 歳 未 満 」 と あ る

の は 「 ４ ４ 歳 未 満 」 と す る 。  

３  令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 時 点 で 妻 の 年 齢 が ３ ９ 歳 で あ る 夫 婦 で あ っ

て 、 令 和 ２ 年 度 に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 防 止 に 観 点 か

ら 治 療 を 延 期 し た も の は 、 第 ８ 条 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ４ 条

第 ２ 項 中 「 ４ ０ 歳 未 満 」 と あ る の は 「 ４ １ 歳 未 満 」 と 、 第 ８ 条 及

び 第 １ ４ 条 第 ２ 項 中 「 ４ ０ 歳 以 上 」 と あ る の は 「 ４ １ 歳 以 上 」 と

す る 。  

附  則  



 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 亀 山 市 特 定 不 妊 治 療

費 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 特 定 不 妊 治 療

を 終 え た 者 に 係 る 令 和 ２ 年 度 分 の 助 成 金 の 交 付 か ら 適 用 す る 。  


